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告 示 (第632号－第641号)

○都市計画の変更の案の縦覧 (都市計画課) １

○大規模小売店舗の新設の届出 (中小企業振興課) １

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) ２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) ２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) ３

○県営土地改良事業の換地処分 (農村整備課) ３

○県営土地改良事業の換地計画 (農村整備課) ３

○県営土地改良事業の換地計画 (農村整備課) ３

○平成21年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算 (財 政 課) ３

○県営土地改良事業の工事の完了 (農村整備課) 77

公 告

○建設業の営業の一部停止 (建築指導課) 77

福岡県告示第632号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第２項において準用する同法第18条第１

項の規定に基づき､ 都市計画を変更したいので､ 同法第21条第２項において準用する同

法第17条第１項の規定により次のとおり公告し､ 当該変更に係る都市計画の案を､ 平成

22年４月５日から同月19日までの間､ 公衆の縦覧に供する｡

なお､ 当該変更に係る都市計画の案について､ 縦覧期間満了の日までに福岡県建築都

市部都市計画課に意見書を提出することができる｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 変更に係る都市計画の種類及び名称並びにその変更の内容

須恵都市計画道路 (３・３・１号粕屋宇美線) の変更

２ 都市計画を変更する土地の区域

糟屋郡須恵町大字須恵字汐井掛の一部

３ 変更に係る都市計画の案の縦覧場所

福岡県建築都市部都市計画課

須恵町まちづくり課

福岡県告示第633号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第５条第１項の規定に基づき､ 大規模

小売店舗の新設の届出があったので､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該届出及び添付書類は､ この公告の日から４月間､ 福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 届出年月日

平成22年３月18日

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 ヤマダ電機テックランド柳川店

� 所在地 福岡県柳川市三橋町柳河字野開745－１ 外

３ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

� 大規模小売店舗を設置する者
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� 当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４ 大規模小売店舗を新設する日

平成22年11月19日

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

2,657平方メートル

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

� 駐車場の位置及び収容台数

� 駐輪場の位置及び収容台数

� 荷さばき施設の位置及び面積

� 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

� 駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

午前９時30分から午後10時30分まで

� 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

１ヶ所 福岡県柳川市三橋町柳河字野開745－１ 外

� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間

午前８時00分から午後10時00分まで

福岡県告示第634号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 サニー宝町店

� 所在地 福岡県春日市伯玄町２丁目18番 外

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

意見なし

福岡県告示第635号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する｡
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氏 名 又 は 名 称 住 所

株式会社ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町１番１号

氏 名 又 は 名 称 住 所

株式会社ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町１番１号

駐 車 場 の 位 置 収容台数 (台)

福岡県柳川市三橋町柳河字野開745－１ 外 117

駐 輪 場 の 位 置 収容台数 (台)

福岡県柳川市三橋町柳河字野開745－１ 外 34

荷さばき施設の位置 面積 (平方メートル)

福岡県柳川市三橋町柳河字野開745－１ 外 54

廃棄物等の保管施設の位置 容量 (立方メートル)

福岡県柳川市三橋町柳河字野開745－１ 外 37.5

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

株式会社ヤマダ電機 午前10時 午後10時

�



平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 ザ・モール春日

� 所在地 福岡県春日市春日５丁目17番地

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

意見なし

福岡県告示第636号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 サニー小郡店

� 所在地 福岡県小郡市美鈴の杜２街区１号

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

意見なし

福岡県告示第637号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第９項の規定に基づき､ 次のように

換地処分をしたので､ 同条第10項において準用する同法第54条第４項の規定により公告

する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第638号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第１項の規定に基づき､ 県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成22年３月25日付けで定めたので､ 同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し､ その関係書類を次のように縦

覧に供する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第639号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第１項の規定に基づき､ 県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成22年３月25日付けで定めたので､ 同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し､ その関係書類を次のように縦

覧に供する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第640号
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換 地 処 分 を し た 地 域 換地処分年月日

糸島市志摩稲留､ 志摩小金丸､ 志摩初､ 志摩師吉
(可也西部地区)

平成22年３月25日

換地計画を定めた地域
縦覧に供す
る書類

縦 覧 期 間 縦覧場所

田川郡添田町大字津野 (遊農津
野地区松平換地区)

換地計画書
の写し

平成22年４月５日から
平成22年５月７日まで

添田町役場

換地計画を定めた地域
縦覧に供す
る書類

縦 覧 期 間 縦覧場所

田川郡添田町大字中元寺 (中元
寺地区第４換地区)

換地計画書
の写し

平成22年４月５日から
平成22年５月７日まで

添田町役場

�



平成21年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算は､ 平成22年２月第15回福岡県議

会定例会において次のように議決されたので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第219

条第２項の規定により公表する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡
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� 平成22年３月12日 議決
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福岡県告示第641号

県営土地改良事業の工事が完了したので､ 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第113

条の２第３項の規定により次のように公告する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

建設業法 (昭和24年法律第100号) 第28条第３項の規定に基づき､ 建設業の営業の一

部を停止したので､ 同法第29条の５第１項の規定により公告する｡

平成22年４月５日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 処分をした年月日

平成22年３月23日

２ 処分を受けた者の商号等

３ 処分の内容 建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止

� 停止を命じる業務の範囲
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県営土地改良事業の名称 工事を完了した時期

農業用排水施設整備事業 (大莞第２地区) 平成19年３月13日

農業用排水施設整備事業 (木佐木第２地区) 平成19年３月10日

農業用排水施設整備事業 (瀬高南部第２地区) 平成19年６月６日

農業用排水施設整備事業 (高田西部地区) 平成20年１月25日

農業用排水施設整備事業 (富安地区) 平成19年３月19日

農業用排水施設整備事業 (生岩地区) 平成19年３月31日

農業用排水施設整備事業 (城島西部地区) 平成19年３月20日

農業用排水施設整備事業 (大和南部第３地区) 平成21年３月25日

農業用排水施設整備事業 (柳川西部地区) 平成20年３月24日

農業用ため池整備事業 (椿地区) 平成18年６月８日

農業用ため池整備事業 (井原地区) 平成18年３月９日

農業用ため池整備事業 (本入地区) 平成19年11月30日

農業用ため池整備事業 (七ッ手上・下地区) 平成19年３月15日

農業用ため池整備事業 (古屋敷地区) 平成20年３月27日

農業用ため池整備事業 (高瀬地区) 平成20年３月21日

農業用ため池整備事業 (楢原 (４) 地区) 平成19年10月16日

農業用ため池整備事業 (相ノ浦地区) 平成20年１月17日

農業用ため池整備事業 (城山地区) 平成19年３月13日

農業用ため池整備事業 (松の下地区) 平成20年２月14日

農業用ため池整備事業 (成光地区) 平成20年２月14日

農業用ため池整備事業 (王丸地区) 平成20年３月28日

農業用ため池整備事業 (月花地区) 平成20年３月28日

農業用ため池整備事業 (風呂ヶ谷地区) 平成19年12月20日

農業用ため池整備事業 (長井地区) 平成20年３月12日

農業用ため池整備事業 (夕田地区) 平成20年３月31日

農業用用排水施設整備事業 (芦北地区) 平成20年９月11日

農業用用排水施設整備事業 (台ヶ原地区) 平成20年３月25日

農業用ため池整備事業 (鬼ヶ口地区) 平成21年３月27日

農業用ため池整備事業 (道徳地区) 平成21年２月23日

農業用ため池整備事業 (森浦下地区) 平成20年８月４日

農業用ため池整備事業 (秋里地区) 平成20年２月20日

農業用ため池整備事業 (土取地区) 平成21年３月12日

農業用ため池整備事業 (小路田地区) 平成21年３月18日

公 告

商 号
主たる営業所の
所 在 地

代表者の氏名 許 可 番 号

株式会社佐知
産業

北九州市八幡西区永犬丸１
－５－17

古川 浩二
平成19年12月27日
福岡県知事許可 (般－19)
第78255号

��



建設業に係る営業の全部

� 停止期間

平成22年４月６日から平成22年４月12日までの７日間

４ 処分の原因となった事実

㈱佐知産業の元代表取締役は､ 平成22年１月15日に福岡地方裁判所において､ 法人

税法 (昭和40年３月31日法律第34号) 違反により､ 懲役１年６月 (執行猶予３年) の

判決の宣告を受け､ 同月29日にその刑が確定した｡

このことは､ 建設業法第28条第１項第３号に該当する｡
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